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第17回富山県入札監視委員会の審議の概要 

  

開催日及び場所 平成24年１月13日（金） 県庁４階大会議室 

 

 

委  員 

 

（委員数：５） 

（出席数：５） 

委 員 長  広 瀬 慎 一（元富山県立大学短期大学部長） 

委   員  彼 谷   環（富山国際大学子ども育成学部准教授） 

委  員  島 谷 武 志（弁護士） 

委  員  土 開 由 香（税理士） 

委  員  中 村 和 之（富山大学経済学部教授） 

次  第 

１ 開会 
２ 入札・契約手続の運用状況の報告 
 ① 富山県の入札・契約制度について 
 ② 平成23年度上半期の入札・契約方式別発注工事の状況について 
 ③ 平成23年度上半期の一位不動入札、落札率100％入札、入札方式別

落札率及び総合評価方式の試行結果について 
 ④ 平成23年度上半期の低入札状況及び指名停止等の運用状況につい

て 
３ 審議工事の抽出結果の報告 
４ 抽出事案の審議 
５ 審議結果の報告 
６ 閉会 

審議対象期間 平成23年度上半期（同時期に請負契約を締結した工事） 

抽 出 事 案 10件（審議対象工事総件数：1,013件） 

３億円 
以 上 

１件 （事案１）常願寺川水系雑穀谷砂防総合交付金砂防堰堤工事 

１億円 
以 上 

１件 （事案２）射水警察署新築電気設備工事 

一般 

競争 

入札 

２千万 
円以上 

３件 

（事案３）主要地方道坪野小矢部線道路総合交付金（橋補）砺波大     
橋再塗装第３工区工事 

（事案４）主要地方道宇奈月大沢野線道路総合交付金道路改良第３     
工区工事 

（事案５）農地防災 庄川左岸一期地区 狐島用水路第５工区工事 

指名競争入札 ４件 

（事案６）一般国道３５９号県単独橋梁維持修繕速星跨線橋伸縮装     
置補修外工事 

（事案７）余川川県単独河川維持修繕 護岸工工事 
（事案８）伏木富山港海岸（堀岡地区）港湾海岸総合交付金 環境     

整備 背後地整備工事 
（事案９）公害防除 神通川流域第３次地区 富山市耕盤土採土地

その１２工事 

 

随 意 契 約 １件 （事案10）富山県西部工業用水道事業本線Ｂ地区配水管補修工事 

意見・質問 回   答 

委員からの意見及び質
問並びに当該質問に対
する回答 

別紙のとおり 別紙のとおり 

委員会としての意見 

 平成23年度上半期における建設工事に係る入札・契約については、概
ね適正に行われていると判断する。 
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別  紙 

意見・質問 回   答 

 
○ 事案１の工事について、応札可能業者数（51
者）に比べて、入札参加業者数が２者（２Ｊ
Ｖ）と少なかったのはなぜか。 
 
 
 
 
 
○ 総合評価方式（簡易型Ａ）により入札を行
った事案２の工事について、落札業者は「簡
易な施工計画」の評価点があまり高くないが、
工事の品質に影響はないのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 総合評価方式（簡易型Ａ）により入札を行
った事案５の工事について、落札業者は「配
置予定技術者の能力」の評価点があまり高く
ないが、工事の施工に問題はないのか。 
 
 
 
 
○ 事案10の工事について、緊急性の高い漏水
の止水工事のみを随意契約とすべきではなか
ったのか。 

 
 
 
 
 
○ 総合評価方式により入札を行った工事にお
ける技術提案等の履行について、どのように
確認しているのか。また、履行されない場合
はどう対処するのか。 
 
 
 

 
一般競争入札に参加するかどうかは企業の判

断であるため、明確な理由は分からないが、工
事場所の標高が高く、資材や使用する重機を分
解して運搬する必要のある特殊な条件の工事で
あることから、そうした工事の実績のある企業
以外は敬遠されたのではないかと推察される。 
 
 
 「簡易な施工計画」は技術加算点の１項目であ
り、落札業者については、当該評価点があまり
高くないものの、価格も含めた総合的な評価点
は高いことから、施工能力に問題はないものと
考えている。 
 また、「簡易な施工計画」として回答のあった
もののうち、評価されなかったものについては、
工事の施工上の履行義務は発生せず、仕様書等
に基づき施工することとなるため、工事の品質
に影響はないと考えている。 
 
 
 「配置予定技術者の能力」は技術加算点の１項
目であり、落札業者については、当該評価点が
低いものの、価格も含めた総合的な評価点は高
く、また、企業として同種工事の施工実績を有
していることなどから、施工能力に問題はない
ものと考えている。 
 
 
 当初は漏水の止水工事のみを予定していた
が、工事の施工中に排泥管の撤去も必要である
ことが判明したため、既に現場において工事を
行っている当該契約者が引き続き施工したほう
が、コスト等の観点から有利であると判断した
ことによる。 
 
 
 採用された技術提案等の履行については、監
督員が現場で確認している。また、履行されな
い場合には、富山県公共工事総合評価方式試行
要領の規定に基づき、工事成績の減点や違約金
の徴収等を行うこととしている。 
 

（その他） 

 

 


